
（参考：内部統制体制図） ※§〇・・札幌市内部統制制度実施要綱の規定条項（第〇条）

毎年度作成される実施方針に基づいて、リスクに対す
る対応策の整備、実施状況の日常的な把握、点検の実
施、不備の是正を実施する。

（共通）毎年度の内部統制実施方針の作成
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・リスク管理の取組の総括、
各課への必要な指示
・内部統制研修の実施や情報
等の発信等による全庁的な職
員意識の醸成
・札幌市内部統制会議の開催

（役割）内部統制体制の
整備及び運用の推進

（役割）内部統制体制の評
価局内の取組を総

括

・
・
・

・
・
・ 課長

(内部統制推進員)

部長
（部責任者）

部長 §7
（部責任者）

課長 §8
(内部統制推進員)

・自己評価や定期内部監査等の結
果を受けた各課への改善等の指摘
・特別内部監査の実施による、各
課の適正な事務執行の確認
・上記を踏まえた内部統制評価報
告書の作成

部内の取組を適
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札幌市内部統制会議 §12
（市長・副市長・各局長）
・内部統制に関する指示や意識共有
・内部統制評価報告書の作成 報告
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毎年度の実施方針や内部統制会議により必要な指示を実施
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